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税務訴訟資料 第２７１号－７１（順号１３５７３） 

東京高等裁判所 令和●●年（○○）第●●号 相続税更正処分取消請求控訴事件 

国側当事者・国（玉川税務署長） 

令和３年６月２日棄却・確定 

（第一審・東京地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、令和２年９月２５日判決、本資料２７

０号－９５・順号１３４５５） 

判    決 

控訴人            甲 

（以下「控訴人甲」という。） 

控訴人            乙 

（以下「控訴人乙」という。） 

控訴人            丙 

（以下「控訴人丙」という。） 

上記３名訴訟代理人弁護士   栗林 信介 

田中 良幸 

齋藤 拓麿 

被控訴人           国 

代表者法務大臣        上川 陽子 

処分行政庁          玉川税務署長 

宮部 国輝 

指定代理人          淵 政博 

若狭 圭悟 

池谷 仁 

長田 和英 

小林 真帆 

主    文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 玉川税務署長が平成２８年７月２９日付けで控訴人甲に対してした、平成２５年７月●日開

始の被相続人丁の相続に係る相続税の決定処分（平成２８年１２月２６日付けでされた減額更

正処分後のもの）のうち納付すべき税額８万０２００円を超える部分、及び無申告加算税の賦

課決定処分のうち同加算税の額１万２０００円を超える部分をいずれも取り消す。 

３ 玉川税務署長が平成２８年６月２９日付けで控訴人乙に対してした、平成２５年７月●日開
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始の被相続人丁の相続に係る相続税の更正処分（平成２８年１２月５日付けでされた再調査の

決定によりその一部が取り消された後のもの）のうち課税価格１億２５６８万３０００円及び

納付すべき税額４８１万４３００円を超える部分、並びに過少申告加算税の賦課決定処分（平

成２８年１２月５日付けでされた再調査の決定によりその一部が取り消された後のもの）のう

ち同加算税の額６９万６５００円を超える部分をいずれも取り消す。 

４ 玉川税務署長が平成２８年９月１４日付けで控訴人丙に対してした、平成２５年７月●日開

始の被相続人丁の相続に係る相続税の更正処分（平成２９年１月３１日付けでされた減額更正

処分後のもの）のうち納付すべき税額５０万５４００円を超える部分、及び過少申告加算税の

賦課決定処分（平成２９年１月３１日付けでされた変更決定処分後のもの）のうち同加算税の

額５万円を超える部分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要（以下、略称は原判決の例による。） 

１ 控訴人乙及び控訴人丙は、被相続人である丁の本件相続に係る相続税の申告（納付すべき税

額はいずれも０円とするもの）をしたところ、玉川税務署長は、本件相続により取得した財産

として丁の控訴人甲に対する本件求償債権を課税価格に計上した上で、控訴人乙及び控訴人丙

に対し、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をするとともに、控訴人甲に対し、相続

税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をした。 

本件は、控訴人らが、丁が本件相続の開始前に控訴人甲に対し、本件求償債権につき債務を

免除する意思表示をしたことにより、本件求償債権は消滅したなどと主張して、上記各処分の

一部の取消しを求めた事案である。 

２ 原判決は、控訴人甲及び控訴人丙が通則法７７条１項の申立期間を徒過したことについて正

当な理由はないとして、控訴人甲及び控訴人丙の訴えをいずれも却下し、丁が本件相続の開始

前に控訴人甲に対し、本件求償債権につき債務を免除する意思表示をしたとは認められないと

して、控訴人乙の請求を棄却した。そこで、控訴人らは、原判決の全部を不服として控訴した。 

３ 「前提事実」、「争点及び当事者の主張」は、原判決を後記４のとおり補正し、当審におけ

る補足主張を後記５のとおり追加するほか、原判決「事実及び理由」中の「第２ 事案の概

要」の１ないし３に記載のとおりであるから、これを引用する。 

４ 原判決の補正 

（１）原判決３頁１４行目の「養子である。」の後に「控訴人甲は、税理士兼公認会計士であり、

Ｇ税理士法人の代表社員である。（乙１０）」を、同頁１９行目の「丁の養子」の前に「Ａ

の子で、」を、同頁２６行目の「以下」の前に「代表者は戊。」を、それぞれ加える。 

（２）同６頁２３行目の「すなわち、」の次に「通則法７７条１頂ただし書に規定する「正当な

理由」は、限定的に解釈すべきでなく、「不服申立制度の目的及び法的安定性の要請を考慮

し、そのような例外を認めることが社会通念上相当であるとするような理由」と解釈すべき

である。」を加える。 

（３）同７頁５行目から６行目までを、以下のとおり改める。 

   「 以上の経緯に鑑みれば、控訴人甲及び控訴人丙の審査請求を認めたとしても、不服申立

制度の目的及び法的安定性を害することにはならず、そのような例外を認めることは社

会通念上相当であるから、控訴人甲及び控訴人丙が不服申立期間内に不服申立てをしな

かったことにつき「正当な理由」があるというべきである。」 

（４）同８頁５行目の末尾に「そして、本件求償債権につき債務を免除した場合の債務免除益に
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対する贈与税については、検討の結果、控訴人甲が無資力状態であるため、相続税法８条た

だし書を根拠に非課税となる旨を確認できていた。」を加える。 

（５）同８頁７行目の「合意があった」を「合意があり、Ⅽ弁護士もこれを認識していた」に改

める。

（６）同８頁１２行目の「述べていた」を「述べており、Ⅽ弁護士もこれを確認していた」に改

める。

（７）同９頁６行目の「求めなかった」を「求めることはなく、その場に同席したⅭ弁護士もこ

れを確認していた」に改める。 

（８）同９頁２５行目の末尾に改行の上、以下のとおり加える。

「 また、戊らは、本件求償債権の記載がない上記相続財産目録に対して何ら異議を述べ

ていないが、それは、戊らも、丁が本件求償債権につき債務を消滅させたと認識してい

たためである。 

これらのことは、丁が本件求償債権につき債務を免除する黙示の意思表示をしたことを

裏付ける事実である。」 

（９）同１０頁２行目の末尾に改行の上、以下のとおり加える。

「 控訴人甲は、本件和解成立後も、Ｈ銀行に対して毎月数十万円の弁済を続けており、

財務状態が厳しかった。丁は、平成２４年２月１日、控訴人甲に対し、Ｈ銀行に対する

債務の弁済のため、①６４５７万１７４７円及び②１３５万９７８６円を送金したが、

当該送金は、丁が本件求償債権について債務を免除しているからこその行動である。」 

（10）同１０頁８行目の末尾に改行の上、以下のとおり加える。 

「 もっとも、丁は、本件求償債権につき債務を免除することに関する書面を作成してい

ないが、それは、戊らとの関係では、本件和解条項２９項により、後日、争いになる余

地がなく、控訴人らとの関係でも、丁は、本件和解成立当時、予め合意した通り本件求

償債権につき債務を免除したものであり、後日、免除の有無や有効性が争われる事態を

想定しておらず、書面作成の必要性がなかったからである。したがって、書面が作成さ

れていなくても、丁が控訴人甲に対し、本件求償債権について債務を免除したことは明

らかである。」 

（11）同１２頁２０行目の末尾に改行の上、以下のとおり加える。 

「 また、控訴人ら提出の連絡文書(甲５２、５３)は、戊らが、上記相続財産目録に本件

求償債権が記載されていないことに異議を述べていないことを示すものではないし、戊

らが、丁が本件求償債権につき債務を消滅させたと認識していたことを示すものでもな

い。」 

（12）同１２頁２３行目の末尾に改行の上、以下のとおり加える。 

「 丁が本件求償債権を行使せず、控訴人甲が本件求償債権につき債務を弁済しないこと

により、丁の生前に本件求償債権が時効によって消滅した場合には、本件求償債権は丁

の相続財産とはならず、戊らは、時効消滅による控訴人甲の利益について遺留分減殺請

求をすることができない。この場合、丁は本件求償債権について債務を免除していない

ので、債務免除をした場合の債務免除益に対する贈与税も課されないことになる。 

また、丁が平成２４年２月１日控訴人甲に対して送金した金員のうち、①６４５７万１

７４７円は、Ｈ銀行からの借入金のうち丁の負担部分に相当する金額の返済資金であり、
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②１３５万９７８６円は、繰上げ返済に係る手数料である。これらの送金は、控訴人甲

名義となっていたＨ銀行からの借入金について、丁の負担部分を返済するためのもので

あり、丁が本件求償債権について債務を免除したことを示すものではない。 

（ケ）控訴人らは、戊らとの関係を含めた様々な場面において、争いとなる可能性がないと認

められるような場合であっても、契約書等の書面を作成している。特に、本件において、

丁が本件求償債権について債務を免除した場合には、控訴人甲の債務免除益に対して８０

００万円を超える多額の贈与税が課される可能性があったところであり、税理士である控

訴人甲や本件和解に関与したⅭ弁護士であれば、控訴人甲が、相続税法８条ただし書の要

件を満たすことを課税庁に説明できない場合に贈与税を課される可能性があるなどのリス

クを当然想定していたはずである。そして、控訴人らが主張するとおり、丁が本件求償債

権につき債務を免除する意思表示をしており、控訴人甲が無資力状態で債務免除益に対し

て贈与税が課されないという認識であったのであれば、堂々と契約書等の書面を作成し、

納付すべき税額が０円である旨の贈与税の申告書を提出すればよかったはずである。 

なお、控訴人乙と控訴人丙は、本件相続に係る相続税の申告について、課税価格の合計

額が基礎控除額（９０００万円）以下であることから、申告義務がなかったにもかかわ

らず、あえて納付すべき税額を０円とする申告書を提出している（原判決別表「課税処

分等の経緯」参照）。」 

（13）同２２頁１０行目の「甲」を「控訴人甲」に、同頁１７行目及び同２３頁６行目の「原告

丁」を「丁」に、それぞれ改める。 

５ 当審における補足主張 

（１）控訴人らの主張 

ア 本件求償債権の放棄・同債権に係る債務の免除を裏付ける事実は、①本件和解は、無

資力状態に陥った控訴人甲が破産手続開始の申立てを準備せざるを得ない状況にある中、

丁が、これに反対し、自らが控訴人甲の債務を連帯保証し、本件求償債権につき債務を

免除することを控訴人甲との間で予め合意した上で成立したものであること、②丁は、

本件和解成立直後、「これで一切解決ですね。」、「もう忘れましょう。」と発言し、

戊らが交付した額面合計９２１万４２６１円の預金小切手についても、控訴人甲に交付

するよう促したこと、③丁は、本件和解が成立した平成２０年１１月２７日から本件相

続が開始した平成２５年７月●日までの間、本件求償債権を行使しなかったばかりか、

控訴人甲に対して６５００万円を超える金員を送金していること、④丁は、控訴人甲に

対し、平成２５年１月８日財産管理の委任事務開始の申入れをし、同年３月３１日付け

で財産目録を作成する際に本件求償債権が存在しないことを確認していること、⑤本件

求償債権の存在を認識していたⅭ弁護士は、本件遺言執行に当たって作成した遺産目録

に本件求償債権を記載しておらず、戊らもそのことに対して異議を述べていないこと、

⑥控訴人乙も、丁と同様、本件和解が成立した日に、控訴人甲に対する求償債権につき

債務を免除したことである。 

これらの各事実は相互に関連しており、全体を総合してみると、本件求償債権を放棄し

又は同債権に係る債務を免除していたからこそあり得る事実関係であり、放棄や免除が

なければ矛盾ともいうべき不自然かつ不合理な事実関係である。 

イ 丁は、本件和解において、平成１７年５月に養子縁組をして法律上も子となった控訴
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人甲のため、無資力状態の控訴人甲の債務を連帯保証すると同時に、その債務を弁済し

た。本件求償債権を控訴人乙に相続させた場合には、控訴人甲が無資力状態にある以上、

本件求償債権の行使によりその弁済を受けることは期待できないばかりか、仮に控訴人

甲から弁済を受けたとしても夫婦世帯の収入が増えるわけではなく、多額の相続税が課

されるだけで、経済的合理性は全くない。一般的な常識・社会通念に照らして、丁が本

件求償債権を放棄し又は同債権に係る債務を免除していたことは明らかである。 

（２）被控訴人の反論 

ア 控訴人らは、令和元年６月２８日開催された原審第６回口頭弁論期日までの間は、仮

に丁が本件求償債権を放棄し又は同債権に係る債務を免除した場合には、控訴人甲が贈

与税を負担することを前提とする主張をしていた。 

ところが、控訴人らは、令和元年１２月６日開催された原審第８回口頭弁論期日におい

て、特段の理由なく、丁が本件求償債権を放棄し又は同債権に係る債務を免除した場合

でも、相続税法８条ただし書を根拠に、控訴人甲は贈与税を課されないと主張するよう

になった（原審原告第５準備書面参照）。控訴人らは、このように合理的な理由なく主

張を変遷させている。 

イ 本件求償債権を控訴人乙に相続させた場合、控訴人甲が無資力状態にある以上、本件

求償債権の行使によりその弁済を受けることは期待できず、仮に控訴人甲から弁済を受

けたとしても夫婦世帯の収入が増えるわけではなく、多額の相続税が課されるだけで、

経済的合理性が全くないとの控訴人らの主張は、相続税や贈与税を回避するための身勝

手な言い訳にすぎない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人甲及び控訴人丙の訴えは不適法であり、控訴人乙の請求は理由がないと

判断する。その理由は、原判決を後記２のとおり補正し、当審における補足主張に対する判断

を後記３のとおり加えるほか、原判決「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」に記載

のとおりであるから、これを引用する。 

２ 原判決の補正 

（１）原判決１４頁５行目の末尾に改行の上、以下のとおり加える。 

「 控訴人甲及び控訴人丙は、通則法７７条１項ただし書に規定する「正当な理由」は、

限定的に解釈すべきでなく、「不服申立制度の目的及び法的安定性の要請を考慮し、そ

のような例外を認めることが社会通念上相当であるとするような理由」と解釈すべきで

あり、控訴人甲及び控訴人丙の審査請求を認めたとしても、不服申立制度の目的及び法

的安定性を害することにはならず、社会通念上相当であると主張する。しかし、「正当

な理由」をそのように解釈すべき積極的な根拠はなく、以上の認定・説示に係る諸事情

が認められる本件においては、控訴人甲及び控訴人丙が不服申立期間内に不服申立てを

しなかったことにつき「正当な理由」があるということはできないから、上記主張を採

用することはできない。」 

（２）同１５頁２１行目の「本件和解条項２９項は、」の次に「戊らが、本件求償債権につい

て、「相続等名目の如何を問わず、同求償債権を取得した場合においても」と規定し、文言

上、」を加える。 

（３）同１５頁２３行目の「原告乙の上記主張」の次に「（本件和解に先立って、丁と控訴人甲
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との間に、本件求償債権について返済を要しない旨の合意があったとの主張）」を加える。 

（４）同１５頁２４行目の「そして、」から同１６頁４行目末尾までを、以下のとおり改める。 

「そして、控訴人甲の上記供述の内容を前提とするにしても、上記のような会話により、

本件和解が成立する前に、丁と控訴人甲との間で本件求償債権について返済を要しない

旨の確定的な合意が成立したとまで認めることはできないし、債務を免除する意思表示

とは、それにより当該債務を消滅させる効果を持つものである（民法５１９条）ところ、

丁の上記発言は、その内容及びその発言に至る経緯に鑑みると、本件求償債権を消滅さ

せる旨をあらかじめ確定的に表示したものと認めることもできない。」 

（５）同１９頁２２行目及び２０頁８行目の「かかる認識に具体的な根拠があるということはで

きない」を、いずれも「かかる認識に客観的かつ確定的に債務免除がされたと解し得る具体

的な根拠があるということはできない」に改める。 

（６）同２０頁８行目の末尾に改行の上、以下のとおり加える。 

「 また、控訴人らは、戊らが、本件求償債権が記載されていない相続財産目録に対して

何ら異議を述べていないのは、戊らも、丁が本件求償債権を消滅させたと認識していた

ためであると主張する。しかし、控訴人らの提出に係る連絡文書（甲５２、５３）は、

戊らが代理人弁護士を通じてⅭ弁護士に対し、丁の宝石類について確認し又は銀行取引

等について報告するよう求めた文書であって、これらの文書により、戊らが相続財産目

録に本件求償債権が記載されていないことに異議を述べていないと認めることはできな

いし、戊らが、丁が本件求償債権を消滅させたと認識していたと認めることもできず、

他にこれを認めるに足りる証拠はない。」 

（７）同２０頁１１行目から２０行目までを、以下のとおり改める。 

「ク 控訴人らは、本件和解が成立した平成２０年１１月２７日から本件相続が開始した

平成２５年７月●日までの間、本件求償債権は行使されたことがなく、弁済されたこと

もないことを主張する。 

確かに、証拠（甲１９、控訴人甲本人）によれば、丁は、本件和解が成立した平成２

０年１１月２７日から本件相続が開始した平成２５年７月●日までの間、控訴人甲に対

して本件求償債権の支払を求めたことはなく、また、控訴人甲も本件求償債権に対して

弁済をしたことはないことが認められる。しかし、債権者は、その有する債権をいつ行

使するかを自由に決定することができ、さらには、債務が時効によって消滅するまでの

間これを行使せず、当該債権を時効によって消滅させることもできる。 

そして、通常は、債権が時効により消滅することは、債権者にとって不利益でしかな

いため、債権者が債権の行使を怠ることは合理的な行動とはいえないが、債務者に、債

務の免除を受けた際に負担すべき贈与税の負担を免れる効果を生じさせる余地がある場

合（相続税法７、８条参照）において、債務者が贈与税の負担を免れることについて債

権者と債務者との間に共通の利益が存するときは、債権者が債権の行使を怠り、当該債

権を時効によって消滅させる行為も、合理的な行動といえることがあり得る。他方、債

務者にとっても、債権の時効消滅により、債務の負担から逃れた上、債務の免除を受け

た場合に負担すべき贈与税の負担を免れる効果を享受できることからすれば、当該債務

の弁済をすることが考えられないことはもちろん、債務の承認など、消滅時効の中断事

由となるような行為をすることも考えられない。 
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したがって、本件和解が成立した日から本件相続が開始した日までの間に、本件求償

債権が行使されたことがなく、弁済されたこともないからといって、直ちに、丁が本件

求償債権を消滅させる黙示の意思表示をしたことを推認できるわけではない。 

ケ 控訴人らは、丁が、平成２４年２月１日、控訴人甲に対し、Ｈ銀行に対する債務の

弁済のため、①６４５７万１７４７円及び②１３５万９７８６円を送金したが、当該送

金は丁が本件求償債権について債務を免除しているからこその行動であると主張する。 

証拠（乙１６、２２）及び弁論の全趣旨によれば、確かに、丁の銀行預金口座から控

訴人甲の銀行預金口座に対し、上記送金がされたことが認められるが、他方、上記①の

金員は、Ｈ銀行からの借入金債務のうち丁の負担部分に相当する債務の返済資金として、

上記②の金員は同借入金債務を繰上返済するための手数料としてそれぞれ送金されたも

のであり、いずれもその用途に充てられていることも認められるところであって、上記

各送金は丁が同借入金債務のうちその負担部分に係る債務を返済するためにされたもの

である。したがって、上記各送金の事実が、丁が本件求償債権につき債務を免除する黙

示の意思表示をしたことを裏付けるものともいえない。」 

３ 当審における補足主張に対する判断 

（１）控訴人らが本件求償債権の放棄・同債権に係る債務の免除を裏付けると主張する事実を個

別に検討すると、いずれも、丁が本件求償債権につき債務を免除する黙示の意思表示をした

ことを推認させるものとはいえず、丁が同意思表示をしたことを裏付けるものともいえない

ことは、前記補正の上引用する原判決「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」の２

（２）に記載のとおりである。 

（２）控訴人らは、当審において、本件求償債権を放棄し又は同債権に係る債務を免除したこと

を裏付ける事実を列挙し、これらの各事実は相互に関連しており、それらを総合してみると、

本件求償債権を放棄し又は同債権に係る債務を免除していたからこそあり得る事実であり、

放棄や免除がなければ不自然かつ不合理な事実関係である旨主張する。 

しかしながら、控訴人らの主張する上記各事実を総合的に勘案しても、控訴人らが主張

する３つの時点のいずれかにおいて、丁が本件求償債権を放棄し又は同債権に係る債務を

免除する旨の黙示の意思表示をしたと認定するためには、以下のような疑問点を指摘せざ

るを得ないところである。 

（３）疑問点の第１は、丁は、本件和解の前後を問わず、控訴人甲に対し、本件求償債権を放棄

し又は同債権に係る債務を免除する旨の明示の意思表示をしていない（弁論の全趣旨）が、

これはなぜかという点である。 

控訴人らは、あくまでも丁が控訴人甲に対し、本件求償債権を放棄し又は同債権に係る

債務を免除する黙示の意思表示をしたというべきであると主張するにとどまる上、その時

期についても、主位的に、①本件和解が成立した平成２０年１１月２７日を、予備的に、

②丁が控訴人甲に対し財産管理に関する委任事務開始の申込みをした平成２５年１月８日

又は③控訴人甲が本件求償債権の記載のない丁の財産目録を作成した同年３月３１日のい

ずれかの時点を主張するのみであるが、丁の控訴人甲に対する本件求償債権の放棄・免除

の意思表示が黙示的にされたものにとどまり、かつ、その時期も一義的に確定されないこ

とは、上記意思表示が、客観的かつ確定的なものでないことを推認させるものである。 

（４）ア 疑問点の第２は、丁、控訴人乙及び控訴人甲が、本件和解条項中に、丁が本件求償債
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権を放棄し又は同債権に係る債務を免除した場合の帰すうについて、明示的な条項を置

かなかったのはなぜかという点である。 

イ 丁が、本件和解条項２項及び２９項並びにこれに基づく連帯保証債務の履行によっ

て控訴人甲に対し、１億７７９４万８１２５円の本件求償債権を取得したこと、本件和

解条項２９項において、戊らは、「相続等名目の如何を問わず」、本件求償債権を取得

した場合においても、本件求償債権を譲渡、担保に供することなく、また、控訴人甲に

対し何らの請求をしないことを確約する旨の条項を置いたことは、前記補正の上引用す

る前提事実（３）記載のとおりである。 

ウ その一方で、本件和解条項中には、丁が本件求償債権を放棄し又は同債権に係る債

務を免除した場合について、文言上規定した条項は見られない。 

この点に関し、控訴人らは、戊らの請求を封じるために本件和解条項２９項を定めた

ものであり、丁が控訴人甲に対して本件求償債権に係る債務を免除した場合に、戊らが

控訴人甲に対し、債務免除益について何らかの請求をできるとするのは、同項を設けた

趣旨に反するなどと主張する。しかし、本件和解条項２９項では、戊らは、丁の控訴人

甲に対する本件求償債権について、相続等の名目の如何を問わず、これを取得した場合

においても、控訴人甲に対し何らの請求をしないことを確約しているものの、それにと

どまるから、丁が控訴人甲に対し、本件求償債権につき債務を免除した場合に、戊らが

控訴人甲に対し、免除によって控訴人甲が取得した債務免除益について何らかの請求を

する可能性が残されているというべきであり、少なくとも同項の解釈上の見解の相違を

理由として、紛争が継続するおそれはなお残存していたというべきである。 

それにもかかわらず、本件和解条項中に、丁が本件求償債権に係る債務を免除した場

合の債務免除益について、戊らは控訴人甲に対し何らの請求をしないことを確約するな

どの明文の規定を置かなかった理由としては、①上記免除の有無についてあいまいなま

まにしておきたかったこと、又は、②本件和解条項中に上記免除を明記してしまうと、

後記のとおり、債務免除益に対する贈与税が課される可能性があるので、それを避けた

かったことが考えられるところである。 

上記①について、証拠（甲７、乙１１、１２）及び弁論の全趣旨によれば、本件和解

は、その成立に至るまで、丁、控訴人乙及び控訴人甲の代理人であるⅭ弁護士と戊らの

代理人との間で調整が重ねられたこと、その過程で、本件和解条項２９項を追加するこ

とについて、戊らの代理人から難色を示されたものの、裁判所の調整を経て、同代理人

も最終的に現在の形の２９項を入れることを承諾したことが認められ、こうした経緯か

らすれば、丁、控訴人乙及び控訴人甲としては、戊らとの関係では、本件求償債権に係

る債務の免除の有無やこれが免除された場合の債務免除益の取扱いについて、これ以上

深入りせずにあいまいなままにしておく意図であったことが認められる。これは、本件

求償債権を放棄し又は同債権に係る債務を免除する旨の客観的かつ確定的な黙示の意思

表示がされていないことを推認させる事情の一つというべきである。 

（５）ア 疑問点の第３は、控訴人甲が、相続税法８条ただし書、同条１号の規定により、丁か

ら本件求償債権の放棄・免除を受けたとしても贈与税が課されないと考えたのであれば、

その旨の税務申告をしなかったのはなぜかという点である。 

イ 控訴人甲が税理士兼公認会計士であることは、前記補正の上引用する前提事実
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（１）ア記載のとおりであり、証拠（甲１９、乙１１）及び弁論の全趣旨によれば、丁

と控訴人甲らとは、本件和解に先立ち、Ⅽ弁護士の出席も得て、丁が債務免除をした場

合の債務免除益に対する贈与税の課税の可能性についての検討をしていたこと、控訴人

甲は、最終的に、上記債務免除益に対する贈与税について税務申告をしていないことが

認められる。 

ウ この点について、控訴人らは、贈与税を納税しないのだから税務申告をする必要性

がないと主張し、控訴人甲も、原審における本人尋問において、丁が本件求償債権につ

き債務を免除したことにより生じる債務免除益について、相続税法８条ただし書、同条

１号の規定により、贈与税が課されることはないので、税務申告をしなかった旨供述す

る。 

しかし、証拠（乙１）及び弁論の全趣旨によれば、丁を被相続人とする相続税につい

て、控訴人甲は税務申告をしていないが、控訴人乙と控訴人丙は納付すべき税額が０円

であるにもかかわらず、税務申告をしていることが認められる（原判決別表「課税処分

等の経緯」参照）ところであり、そうだとすると、前記贈与税の税務申告について、申

告の必要性がないから税務申告をしなかったという控訴人乙の主張はにわかに措信し難

いところである。また、控訴人らは、令和元年１２月６日に開催された原審第８回口頭

弁論期日で陳述した原審原告ら第５準備書面において初めて、本件に相続税法８条ただ

し書、同条１号の規定の適用がある旨の主張をした（当裁判所に顕著な事実）が、控訴

人らが、丁が本件求償債権につき債務を免除したことにより生じる債務免除益について、

相続税法８条ただし書、同条１号の規定により贈与税が課されることはないと確信して

いたのであれば、上記の主張の提出の経緯も不自然というほかはない。 

さらに、控訴人らは、控訴人甲が、本件和解成立当時、無資力状態にあったと主張し、

その根拠として、原審原告ら第４準備書面、第５準備書面及び最終準備書面に添付され

た平成２０年１１月２７日付け控訴人甲財産状況明細上、控訴人甲は大幅な債務超過に

あった旨を主張する。しかしながら、上記の控訴人甲財産状況明細が本件和解成立当時

に作成されたものではないことは、控訴人甲が原審における本人尋問において自認する

ところである。控訴人らは、これらは本件和解当時に作成していた明細や手控えに基づ

いて控訴人甲が作成したと主張し、控訴人甲は、原審における本人尋問において概ねこ

れに沿う供述をするが、元になった明細や手控え自体は本件において証拠として提出さ

れていないから、直ちに上記の控訴人甲財産状況明細の記載を採用することはできない。 

加えて、前記認定・説示のとおり、控訴人甲は、平成２４年２月１日、丁から、Ｈ銀

行からの借入金に対する返済資金①６４５７万１７４７円と繰上げ返済手数料②１３５

万９７８６円の送金を受けて、同借入金の繰上げ返済をしているほか、証拠（乙１６）

及び弁論の全趣旨によれば、平成１５年にＨ銀行から１億円の金員を借り入れて以降、

平成２４年２月までの間、毎月５０万円前後の弁済を続けていたことが認められるから、

控訴人甲は、債務超過ではあったものの、恒常的に支払不能状態にあったわけではない。 

エ 以上の事実によれば、丁及び控訴人らは、丁が本件求償債権につき債務を免除した

ことにより生じる債務免除益に対して贈与税が課されることを強く危惧していたこと、

そのため、控訴人甲は、上記債務免除益に対する贈与税について税務申告をしていない

ことが認められる上、前記（４）ウの②記載のとおり、本件和解条項中に上記免除を前
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提とする条項を明記しなかったのは、これを明記すると債務免除益に対する贈与税の課

税の可能性が高まるため、これを避けようとしたものと考えられる。 

（６）以上の認定・説示によれば、①丁は控訴人甲に対し、本件求償債権を放棄し又は同債権に

係る債務を免除する旨の明示の意思表示をしておらず、控訴人らの主張において、丁の控訴

人甲に対する本件求償債権の放棄・免除の意思表示は黙示的にされたものにとどまり、かつ、

その時期も一義的に確定されないものであること、②丁、控訴人乙及び控訴人甲は、本件和

解条項中に、丁が本件求償債権を放棄し又は同債権に係る債務を免除した場合の帰すうにつ

いて明示的な条項を置いていないが、その理由としては、上記免除の有無についてあいまい

なままにしておきたかったこと、又は、これを明記すると債務免除益に対する贈与税の課税

の可能性が高まるため、これを避けようとしたことが考えられること、③丁及び控訴人らは、

丁が本件求償債権につき債務を免除したことにより生じる債務免除益に対して贈与税が課さ

れることを強く危惧しており、そのために、控訴人甲は、上記贈与税について税務申告をし

ていないことが認められるのみならず、④控訴人らが本件求償債権の放棄・同債権に係る債

務の免除を裏付ける事実として主張する事実は、それ自体、本件求償債権につき債務を免除

する黙示の意思表示をしたことを裏付けるものとはいえないか、又は債務を免除する客観的

かつ確定的な意思表示を推認させるものとはいえないことは、前記補正の上引用する原判決

「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」の２（２）において認定・説示するとおり

である。 

これらの事情を総合すれば、本件において、丁及び控訴人甲は、あえて債務免除に係る

手続をしなかったものであり、本件求償債権につき債務を免除する黙示の債務免除もなか

ったものと認定するのが相当である。 

第４ 結論 

以上によれば、控訴人甲及び控訴人丙の訴えは不適法であるから却下すべきであり、控訴人

乙の請求は理由がないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は正当である。よって、本

件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 

東京高等裁判所第１１民事部 

裁判長裁判官 大竹 昭彦 

裁判官 原 克也 

裁判官 土屋 毅 


